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近
世
初
期
に
お
け
る
大
名
と
古
典 

─

松
平
忠
房
の
蒐
書
活
動
を
中
心
に 

明
星
大
学 

前
田
雅
之 

二
〇
二
二
年
三
月
一
〇
日
、
於
島
原
市  

は
じ
め
に
・
講
演
要
旨 

 

大
名
を
は
じ
め
と
す
る
武
士
と
古
典
お
よ
び
古
典
的
書
物
と
い
う
の
は
、
現
代
人
の
感
覚

で
は
、
そ
ぐ
わ
な
い
も
の
と
見
な
さ
れ
て
は
い
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ド
ラ
マ
・
映
画
・
歴
史

（
時
代
）
小
説
に
出
て
来
る
武
士
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
武
の
人
で
あ
り
、
戦
闘
を
主

と
す
る
、
や
や
も
す
る
と
、
獰
猛
な
人
間
あ
る
い
は
武
士
道
の
権
化
と
い
う
よ
う
な
ス
ト
レ

オ
タ
イ
プ
と
し
て
理
解
さ
れ
が
ち
だ
か
ら
で
す
。 

 

し
か
し
、
実
際
に
は
、
武
士
と
古
典
な
ら
び
に
和
歌
の
歴
史
は
か
な
り
古
い
も
の
な
の
で

す
。
著
名
な
例
を
あ
げ
て
み
ま
す
と
、
鎌
倉
幕
府
三
代
将
軍
源
実
朝
（
一
一
九
二
～
一
二
一

九
）
は
歌
人
と
し
て
著
名
で
あ
っ
た
し
、
そ
れ
以
前
に
は
、
以
仁
王
の
乱
で
自
刃
し
て
果
て

た
源
三
位
頼
政
（
一
一
〇
六
～
八
〇
）
も
相
当
な
歌
人
で
し
た
。
ま
た
、
日
本
人
に
圧
倒
的

な
人
気
を
誇
る
歌
人
西
行
（
一
一
一
八
～
九
〇
）
も
元
々
は
佐
藤
義 の

り

清 き
よ

と
い
う
鳥
羽
院
北
面

の
武
士
で
あ
っ
た
の
で
す
。
西
行
は
武
士
と
し
て
も
歌
人
と
し
て
も
卓
越
し
た
大
ス
タ
ー
に

し
て
自
己
を
押
し
通
す
自
由
人
で
も
あ
り
ま
し
た
。 

 

そ
う
し
た
中
で
、
武
士
が
和
歌
・
古
典
の
世
界
に
本
格
的
に
参
入
し
て
く
る
の
は
、
鎌
倉

時
代
以
降
で
あ
り
、
室
町
期
に
至
っ
て
、
室
町
将
軍
が
勅
撰
集
を
執
奏
（
撰
集
す
る
よ
う
に

院
・
天
皇
に
要
請
す
る
こ
と
）
す
る
こ
と
で
、
武
家
と
和
歌
・
古
典
は
切
っ
て
も
切
れ
な
い

関
係
に
至
っ
た
の
で
す
。
そ
う
し
た
流
れ
が
近
世
に
至
る
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
と
思
い
ま

す
。 

 

今
回
、
島
原
城
築
四
〇
〇
年
と
い
う
素
晴
ら
し
い
年
を
記
念
す
る
行
事
の
一
環
と
し
て
、

「
近
世
初
期
に
お
け
る
大
名
と
古
典─

松
平
忠
房
の
蒐
書
活
動
を
中
心
に―

」
と
い
う
講
演

を
担
当
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
光
栄
の
至
り
で
す
。 

 

以
下
は
、
大
名
・
武
士
と
古
典
お
よ
び
古
典
的
書
物
の
関
係
を
、
歴
史
的
に
振
り
返
り
な

が
ら
、
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
（
以
後
、
普
通
の
文
体
と
な
り
ま
す
）
。 

 

構
成 

１
、
古
典
的
公
共
圏
の
成
立
と
展
開 

２
、
武
士
と
古
典─

統
治
者
と
し
て
の
自
覚
と
権
威
お
よ
び
熱
中─

 

３
、
松
平
忠
房
と
い
う
大
名
と
古
典
籍
蒐
集─

榊
原
忠
次
と
の
関
連
に
着
目
し
つ
つ 

 

１
、
古
典
的
公
共
圏
の
成
立
と
展
開 
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①
定
義 

古
典
的
公
共
圏
と
は
、
古
典
的
書
物
（
『
古
今
集
』
・
『
伊
勢
物
語
』
・
『
源
氏
物
語
』
が

代
表
的
な
も
の
、
そ
れ
に
『
和
漢
朗
詠
集
』
が
加
わ
る
こ
と
も
あ
る 

）
に
関
す
る
素
養
と

和
歌
（
主
と
し
て
題
詠
和
歌
）
の
知
識
・
詠
作
能
力
と
に
よ
っ
て
、
社
会
の
支
配
集
団
＝

「
公
」
秩
序
（
中
世
に
お
け
る
院
・
天
皇─

公
家
・
武
家
・
寺
家
の
諸
権
門
が
織
り
な
す
国

家
体
制
を
黒
田
俊
雄
は
権
門
体
制
と
言
っ
た
が
、
そ
れ
は
文
化
的
側
面
を
欠
如
し
て
い
る

た
め
に
、
こ
こ
で
は
「
公
」
秩
序
と
命
名
し
た
）
の
構
成
員
が
文
化
的
に
連
結
さ
れ
、
全

体
と
し
て
あ
る
公
共
圏
を
作
っ
て
い
る
状
態
を
言
う
。
中
世
に
お
け
る
文
化
的
日
本
の
こ

と
で
あ
る
。
そ
こ
に
所
属
し
て
い
る
か
ど
う
か
で
人
間
と
し
て
の
価
値
も
決
ま
る
と
い
う
、

か
な
り
恐
い
公
共
圏
で
あ
る
。
な
お
、
古
典
的
公
共
圏
と
い
う
学
術
用
語
は
前
田
の
発
案

に
な
る
。 

②
古
典
的
公
共
圏
と
武
士 

『
古
今
集
』
・
『
伊
勢
物
語
』
・
『
源
氏
物
語
』
の
三
書
は
、
ほ
ぼ
平
安
末
期
（
平
家
政
権

時
の
一
一
七
〇
年
ご
ろ
）
か
ら
後
嵯
峨
院
時
代
（
ほ
ぼ
一
二
五
〇
年
代
）
に
か
け
て
、
古

典
と
し
て
確
立
し
、
こ
こ
に
、
私
の
命
名
に
な
る
古
典
的
公
共
圏
が
成
立
す
る
。
つ
ま
り
、

公
家
・
寺
家
・
武
家
の
い
ず
れ
の
権
門
に
属
し
て
い
て
も
古
典
知
と
和
歌
（
室
町
以
降
は

和
歌
か
ら
生
ま
れ
た
連
歌
も
）
の
実
作
が
で
き
な
い
と
一
人
前
の
人
間
と
し
て
見
ら
れ
な

く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
三
権
門
を
跨
が
っ
て
共
通
す
る
価
値
は
古
典
・
和
歌
（
連

歌
）
で
あ
っ
た
。
逆
に
言
え
ば
、
古
典
・
和
歌
（
連
歌
）
に
通
暁
し
て
い
な
い
と
、
ま
と

も
な
人
間
と
し
て
思
わ
れ
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
中
に
武
士
が
入
る
の

で
あ
る
。
武
士
と
は
武
家
権
門
の
一
員
で
あ
る
支
配
層
な
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
室
町

期
、
足
利
義
満
（
一
三
五
八
～
一
四
〇
六
）
期
に
、
日
本
に
お
け
る
家
格
は
、
天
皇
家→

摂
関
家→

足
利
家→

清
華
家
と
な
っ
た
。
同
時
期
、
青
蓮
院
門
跡
に
な
れ
る
の
は
天
皇
家
・

摂
関
家
・
足
利
家
の
子
弟
に
限
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 

 

よ
っ
て
、
武
士
が
和
歌
を
詠
む
の
は
ご
く
自
然
と
い
う
よ
り
も
詠
ま
ね
ば
な
ら
な
い
も

の
と
な
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
南
北
朝
期
以
降
の
勅
撰
集
は
、
室
町
将
軍
が
院
・
天
皇

に
執
奏
し
て
撰
集
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
を
武
家
執
奏
と
い
う
。
十
八
番
目
の
『
新

千
載
集
』
は
足
利
尊
氏
（
一
三
〇
五
～
五
八
）→

後
光
厳
天
皇
（
一
三
三
八
～
七
四
）
へ
、

十
九
番
目
の
『
新
拾
遺
集
』
は
足
利
義
詮
（
一
三
三
〇
～
六
七
）←

後
光
厳
天
皇
へ
、
二

十
番
目
の
『
新
後
拾
遺
集
』
は
足
利
義
満→

後
円
融
院
（
一
三
五
九
～
九
三
）
へ
、
二
十

一
番
目
の
『
新
続
古
今
集
』
は
足
利
義
教
（
一
三
九
四
～
一
四
四
一
）→

後
花
園
天
皇
（
一

四
一
九
～
七
一
）
へ
、
そ
れ
ぞ
れ
執
奏
し
て
出
来
上
が
っ
た
も
の
で
あ
る
（
な
お
、
十
七

番
目
の
『
風
雅
集
』
も
実
の
と
こ
ろ
足
利
直
義
（
一
三
〇
七
～
五
二
）→

光
厳
院
（
一
三

一
三
～
六
四
）
へ
実
質
的
執
奏
を
し
て
で
き
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
四
代
将
軍
足
利
義

持
（
一
三
八
六
～
一
四
二
八
）
、
五
代
将
軍
足
利
義
量
（
一
四
〇
七
～
二
五
）
は
執
奏
を
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し
て
い
な
い
。
執
奏
は
、
六
代
義
教─

義
持
の
同
母
弟─

で
復
活
す
る
）
ま
た
、
八
代
将

軍
義
政
（
一
四
三
六
～
九
〇
）
は
二
十
二
代
集
を
執
奏
し
た
が
、
応
仁
の
乱
で
和
歌
所
が

焼
失
し
断
念
、
九
代
将
軍
義
尚
（
一
四
六
五
～
八
九
）
は
勅
撰
集
に
代
わ
る
「
打
聞
」
（
お

そ
ら
く
公
家
・
寺
家
・
武
家
が
そ
う
結
集
し
た
壮
大
な
和
歌
集
）
を
構
想
し
た
が
、
二
十

五
歳
の
折
、
近
江
国
鈎
の
陣
中
に
没
し
、
以
後
、
将
軍
が
勅
撰
集
・
打
聞
な
ど
を
計
画
実

施
す
る
こ
と
は
な
く
な
っ
た
。
か
と
い
っ
て
そ
れ
以
後
の
将
軍
が
和
歌
を
詠
ま
な
く
な
っ

た
わ
け
で
は
な
い
。 

 

と
は
い
え
、
室
町
期
か
ら
今
川
了
俊
（
一
三
二
六
～
一
四
二
〇
）
を
は
じ
め
武
家
歌
人

は
そ
れ
な
り
に
現
れ
た
。
中
に
は
、
今
川
了
俊
の
甥
の
子
に
あ
た
る
今
川
範
政
（
一
三
六

四
～
一
四
三
三
）
の
よ
う
に
『
源
氏
物
語
』
の
注
釈
と
言
い
う
る
『
源
氏
物
語
提
要
』
を

も
の
す
る
武
士
・
大
名
も
い
た
。
そ
う
し
た
中
で
、
一
等
の
大
物
と
言
え
ば
、
三
書
（
『
古

今
集
』
・
『
伊
勢
物
語
』
・
『
源
氏
物
語
』
）
の
注
釈
を
遺
し
、
宗
祇→

三
条
西
実
隆→

公

条→

実
枝
と
伝
わ
っ
た
『
古
今
伝
授
』
を
受
け
た
細
川
幽
斎
（
一
五
三
四
～
一
六
一
〇
）
と

い
う
大
名
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
細
川
幽
斎
は
、
肥
後
熊
本
の
細
川
家
の
事
実
上
の
祖
で
あ

り
（
管
領
細
川
家
と
は
無
関
係
で
あ
る
）
、
足
利
義
輝
（
一
五
三
六
～
六
五
）→

義
昭
（
一

五
三
七
～
九
七
）
の
家
臣
、
織
田
信
長
（
一
五
三
四
～
八
二
）
の
家
臣
、
豊
臣
秀
吉
（
一

五
三
七
～
九
八
）
の
家
臣
、
そ
し
て
、
徳
川
家
康
（
一
五
四
三
～
一
六
一
六
）
の
東
軍
に

つ
い
て
関
ヶ
原
の
戦
い
で
は
丹
後
田
辺
城
の
包
囲
戦
に
耐
え
、
古
今
伝
授
の
徳
で
生
き
残

っ
た
戦
国
大
名
で
あ
る
。
そ
ん
な
幽
斎
は
、
若
き
頃
、
連
歌
か
ら
始
め
て
、
和
歌
そ
し
て

古
典
学
を
学
び
次
々
と
注
釈
書
を
執
筆
す
る
に
至
り
（
成
長
す
る
文
化
人
で
あ
っ
た
）
、

い
わ
ゆ
る
安
土
桃
山
時
代
に
お
い
て
最
高
の
知
識
人
と
し
て
君
臨
し
た
。
馬
芸
や
茶
に
も

詳
し
か
っ
た
。
文
武
両
道
の
達
人
と
言
え
よ
う
。
本
能
寺
の
変
の
後
、
信
長
追
善
の
連
歌

を
興
行
す
る
傍
ら
、
三
条
西
家
の
『
源
語
秘
訣
』
を
書
写
、
そ
の
十
年
後
に
は
、
『
河
海

抄
』
・
『
花
鳥
余
情
』
と
い
う
『
源
氏
物
語
』
の
代
表
的
注
釈
書
も
借
り
出
し
書
写
し
て

い
る
。
近
世
に
お
け
る
地
下
歌
壇
の
祖
と
い
わ
れ
る
松
永
貞
徳（
一
五
七
一
～
一
六
五
四
、

貞
徳
も
お
そ
ら
く
武
士
出
身
だ
ろ
う
。
一
説
に
松
永
久
秀
の
係
累
と
か
）
は
『
戴
恩
記
』

の
中
で
、
幽
斎
を
九
条
稙
通
・
中
院
通
勝
・
紹
巴
と
並
ぶ
師
の
一
人
と
し
て
尊
ん
で
い
る
。 

 

こ
う
し
て
時
代
は
江
戸
時
代
に
入
っ
て
く
の
で
あ
る
。
鎌
倉
期
以
降
、
幕
府
が
存
在
し
、

実
質
的
な
権
力
は
武
家
に
あ
る
こ
と
が
長
か
っ
た
が
、
江
戸
時
代
ほ
ど
武
家
が
君
臨
し
た

時
代
は
な
か
っ
た
。
だ
が
、
そ
れ
で
も
、
本
来
、
天
皇─

公
家
の
文
化
で
あ
っ
た
古
典
・

和
歌
は
武
士
に
と
っ
て
儒
学
と
同
様
に
尊
ば
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
儒
者
も
歌
人
も

芸
能
者
と
し
て
は
似
た
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
（
渡
辺
浩
『
日
本
政
治
思
想
史 

[

一
七
～

一
九
世
紀]

』
、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年
）
。
和
歌
は
漢
詩
と
同
じ
く
ら
い
勉
強

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
の
一
つ
に
辞
世
の
和
歌
が
あ
っ
た
。 

 

江
戸
初
期
、
最
後
の
古
典
が
登
場
し
た
。
『
徒
然
草
』
で
あ
る
。
貞
徳
も
『
な
ぐ
さ
み
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草
』
と
い
う
注
釈
書
を
も
の
し
て
い
る
（
川
平
敏
文
『
徒
然
草
の
一
七
世
紀 

近
世
文
芸

思
潮
の
形
成
』
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
五
年
） 

 

２
、
武
士
と
古
典─

統
治
者
と
し
て
の
自
覚
と
権
威
お
よ
び
熱
中─

 

 

武
士
と
古
典
と
の
関
係
で
見
逃
せ
な
い
の
は
、
四
辻
善
成
（
一
三
二
六
～
一
四
〇
二
）

の
手
に
な
る
『
源
氏
物
語
』
の
注
釈
書
で
あ
る
『
河
海
抄
』
が
室
町
幕
府
の
二
代
将
軍
足

利
義
詮
に
進
上
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
貞
治
年
間
の
は
じ
め
（
一
三
六
二
年
頃
）

で
あ
っ
た
と
い
う
（
善
成
『
珊
瑚
秘
抄
』
）
。
『
河
海
抄
』
は
、
鎌
倉
期
、
鎌
倉
で
展
開

さ
れ
た
河
内
源
氏
家
累
代
の
『
源
氏
物
語
』
注
釈
（
素
寂─

生
没
年
未
詳─

『
紫
明
抄
』

な
ど
）
の
最
高
峰
に
当
た
る
。
善
成
は
源
義
行
（
聖
覚
・
生
没
年
未
詳
）
の
弟
子
丹
波
忠

守
（
寂
阿
）
（
？
～
一
三
四
四
没
）
の
弟
子
で
あ
っ
た
。
問
題
と
な
る
の
は
、
な
ぜ
足
利

義
詮
が
『
河
海
抄
』
の
進
上
を
命
令
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
期
、
ま
だ

南
北
朝
時
代
が
続
い
て
い
る
が
、
足
利
直
冬
（
南
朝
方
）
が
ま
だ
討
滅
さ
れ
て
い
な
い
と

は
い
え
、
ほ
ぼ
北
朝
の
優
位
は
確
定
し
て
い
た
。
義
詮
は
、
貞
治
三
年
（
一
三
六
四
）
十

二
月
に
二
条
為
明
没
後
頓
阿
の
助
成
で
執
奏
し
た
『
新
拾
遺
集
』
を
返
納
し
て
い
る
。
こ

の
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
『
河
海
抄
』
を
進
上
さ
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り
、
室
町

幕
府
の
正
統
性
を
支
え
る
も
の
と
し
て
、
『
河
海
抄
』
と
『
新
拾
遺
集
』
が
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
何
が
問
題
か
。
書
物
・
勅
撰
集
が
将
軍
の
権
威
を
支
え

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

な
お
、
兵
藤
裕
己
氏
に
よ
れ
ば
、
義
詮
息
の
足
利
義
満
は
、
『
平
家
物
語
』
と
『
源
氏

物
語
』
と
を
以
て
将
軍
権
威
を
支
え
る
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
と
捉
え
た
が
（
同
『
平
家
物
語

の
歴
史
と
芸
能
』
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
）
、
『
平
家
物
語
』
に
つ
い
て
は
従
え

な
い
。 

 

次
に
、
勅
撰
集
を
執
奏
し
な
か
っ
た
四
代
将
軍
足
利
義
持
に
は
、
元
南
朝
内
大
臣
花
山

院
長
親
（
出
家
後
、
子
晋
明
魏
、
別
号
耕
雲
、
一
三
五
〇
～
一
四
二
九
）
と
い
う
心
の
友

が
い
た
が
、
耕
雲
を
通
し
て
南
朝
源
氏
学
（
長
慶
天
皇─

一
三
四
三
～
九
四
）
『
仙
源

抄
』
な
ど
）
や
耕
雲
本
『
源
氏
物
語
』
を
書
写
さ
せ
て
進
上
さ
せ
て
い
る
。
勅
撰
集
と
い

う
権
威
を
必
要
と
し
な
か
っ
た
義
持
だ
っ
た
が
、
南
朝
に
蓄
え
ら
れ
た
古
典
学
を
己
が
も

の
に
し
た
か
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ
れ
も
将
軍
権
威
を
支
え
る

も
の
と
し
て
古
典
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
（
こ
の
あ
た
り
、
拙
著
『
書
物
と
権
力 

中
世

文
化
の
政
治
学
』
、
歴
史
文
化
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
二
〇
一
八
年
参
照
） 

 

室
町
将
軍
は
唐
物
と
言
わ
れ
た
牧
谿
の
画
や
磁
器
の
名
品
を
集
め
て
い
た
が
、
実
は
、

古
典
的
書
物
も
か
な
り
の
量
を
蒐
集
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
も
や
は
り
義
詮
・
義

持
と
同
様
の
意
識
の
表
れ
で
あ
ろ
う
。
和
歌
の
詠
作
の
み
な
え
ら
ず
、
古
典
的
書
物
（
古

典
籍
）
を
持
つ
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま
所
有
者
の
権
威
と
な
る
の
で
あ
る
。 
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も
う
一
つ
、
室
町
将
軍
の
例
を
出
し
て
み
た
い
。
後
花
園
天
皇
の
父
に
あ
た
る
貞
成
親

王
（
後
崇
光
院
、
一
三
七
二
～
一
四
五
六
）
は
、
六
代
将
軍
足
利
義
教
の
お
か
げ
で
京
都

に
屋
敷
を
持
て
る
こ
と
に
な
っ
た
（
後
小
松
院─

一
三
七
七
～
一
四
三
三─

の
御
所
を
解

体
移
築
し
た
）
。
貞
成
は
、
義
教
に
感
謝
（
報
謝
）
の
気
持
ち
を
込
め
て
、
伏
見
宮
家
に

家
宝
と
し
て
伝
わ
る
『
玉
葉
集
』
を
献
上
し
た
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
義
教
は
受
領
し
、

以
後
、
将
軍
家
の
家
宝
と
な
っ
た
。 

 

こ
う
し
た
中
で
近
世
に
近
い
時
期
に
お
け
る
重
要
な
事
件
を
挙
げ
て
お
こ
う
。
本
願
寺

（
現
西
本
願
寺
蔵
）
が
蔵
し
て
い
る
『
三
十
六
人
家
集
』
（
国
宝
）
で
あ
る
。
本
願
寺

は
、
証
如
（
一
五
一
六
～
五
四
）
の
折
、
貧
困
に
あ
え
ぐ
朝
廷
（
後
奈
良
天
皇
・
一
四
九

五
～
一
五
五
七
）
に
対
し
て
、
後
奈
良
の
弟
尊
鎮
青
蓮
院
門
跡
（
一
五
〇
四
～
五
〇
）
を

介
し
て
莫
大
な
援
助
（
＝
寄
進
）
を
行
い
、
天
文
一
八
年
（
一
五
四
九
）
に
朝
廷
か
ら

『
三
十
六
人
家
集
』
を
下
賜
さ
れ
た
。
お
礼
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
だ
い
た
い
三
十
年
後
、

本
願
寺
は
織
田
信
長
と
の
十
年
戦
争
を
戦
っ
て
い
た
。
天
正
八
年
（
一
五
八
〇
）
正
親
町

天
皇
（
一
五
一
七
～
九
三
）
の
仲
介
で
両
者
は
和
議
が
成
立
、
法
主
顕
如
（
一
五
四
三
～

九
二
）
は
大
坂
を
退
去
し
た
が
、
そ
の
後
、
『
三
十
六
人
家
集
』
は
、
天
皇
と
の
間
を
と

り
も
っ
て
く
れ
た
近
衛
前
久
（
一
五
三
六
～
一
六
一
二
）
に
献
上
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ

れ
ま
た
お
礼
だ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
の
時
、
前
久
は
峻
拒
し
て
い
る
。
な
ぜ
か
、
お
そ
ら
く

信
長
か
ら
睨
ま
れ
た
く
な
か
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
信
長
が
本
能
寺
の
変
で
自
殺
に
追
い
込

ま
れ
た
の
は
、
天
正
十
年
（
一
五
八
二
）
六
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
順
序
が
逆
だ
っ
た

ら
、
前
久
は
お
そ
ら
く
受
け
取
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
陽
明
文
庫
の
お
宝
に
な
っ
た
は
ず
で

あ
る
。 

 

我
々
は
、
浄
土
真
宗
（
私
の
家
も
そ
う
だ
が
）
を
民
衆
仏
教
だ
と
思
っ
て
い
る
が
、
戦

国
期
は
信
長
と
十
年
戦
争
で
き
る
ほ
ど
の
戦
国
大
名
で
あ
り
、
極
め
て
豊
か
な
財
力
を
も

っ
た
権
門
で
あ
っ
た
。
永
禄
二
年
（
一
五
五
九
）
、
顕
如
は
門
跡
入
り
し
て
お
り
、
既
に

正
統
的
な
権
門
で
あ
り
、
古
典
的
書
物
の
価
値
を
他
の
権
門
と
共
有
す
る
権
力
で
あ
っ
た

こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。 

 

最
後
に
、
関
ヶ
原
の
戦
い
に
お
い
て
、
西
軍
に
属
し
な
が
ら
裏
切
り
、
東
軍
に
勝
利
を

も
た
ら
し
た
一
人
で
あ
る
脇
坂
安
元
（
一
五
八
四
～
一
六
五
四
）
は
、
歌
人
で
も
あ
り
、

八
雲
軒
と
号
し
て
、
厖
大
な
蔵
書
を
有
し
て
い
た
。
現
在
、
「
八
雲
軒
」
の
印
記
の
あ
る

古
典
籍
は
、
蔵
書
家
の
憧
れ
の
逸
品
で
あ
る
。
そ
う
い
え
ば
、
伊
達
政
宗
（
一
五
六
七
～

一
六
三
六
）
が
家
康
に
献
上
し
た
の
が
定
家
筆
『
古
今
集
』
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
家
康
は

負
担
に
感
じ
た
か
、
拒
絶
し
て
い
る
。
同
本
は
、
明
治
以
降
、
伊
達
家
か
ら
宮
内
省
に
献

上
さ
れ
、
現
在
は
宮
内
庁
書
陵
部
に
あ
る
（
伊
達
本
『
古
今
和
歌
集
』
）
。 

 

こ
う
し
た
武
家
と
書
物
お
よ
び
武
将
の
蔵
書
趣
味
の
流
れ
と
し
て
、
こ
こ
で
論
じ
る
松

平
忠
房
（
一
六
一
九
～
一
七
〇
〇
）
と
い
う
大
名
も
い
る
の
で
あ
る
。 
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３
、
松
平
忠
房
と
い
う
大
名
と
古
典
籍
蒐
集─

榊
原
忠
次
と
の
関
連
に
着
目
し
つ
つ 

①
忠
房
の
印
記
ま
ず
は
、
忠
房
の
印
記
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
。
（
島
原
市H

P

よ
り
） 

 

印
記
は
上
に
「
尚
舎
源
忠
房
」
、
下
に
「
文
庫
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
盟
友
で
あ
り
、

古
典
的
書
物
蒐
集
の
友
で
あ
っ
た
。
右
下
と
次
頁
に
記
し
た
榊
原
忠
次
（
一
六
〇
五
～
六

五
）
の
そ
れ
を
傚
っ
た
も
の
で
し
ょ
う
。 
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国
文
研H

P

よ
り
。 

  

吏
部
大
卿
忠
次 

（
式
部
大
輔
） 

  

②
忠
房
の
略
歴 

 

松
平
忠
房
（
一
六
一
九
～
一
七
〇
〇
）
は
、
深
溝
松
平
家
の
出
身
で
あ
る
。
『
寛
政
重

修
諸
家
譜
』
に
従
っ
て
、
系
譜
を
記
す
。 

な
お
、
深
溝
松
平
家
の
祖
は
信
光
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
、
十
四
松
平
と
呼
ば
れ
る
分
家

が
う
ま
れ
た
。
深
溝
も
そ
の
一
つ
（
信
光→
忠
景→

忠
定
）
。
な
お
、
徳
川
家
は
、
信

光
三
男
親
忠→

長
親→

信
忠→

清
康→

広
忠→
家
康
と
な
る
。 

 

松
平
忠
定
（
？
～
一
五
三
一
）─

好
景
（
一
五
一
八
～
六
一
）─

伊
忠
（
一
五
三
七
～

七
五
）─

家
忠
（
一
五
五
五
～
一
六
〇
〇
）─

忠
利
（
一
五
三
二
～
一
六
三
二
）─

忠

房
。 

好
景
の
代
か
ら
家
康
（
元
康
）
に
仕
え
、
伊
忠
は
長
篠
の
戦
い
で
戦
死
、
家
忠
は
関
ヶ

原
の
戦
い
の
前
哨
戦
伏
見
城
攻
防
戦
で
、
鳥
居
元
忠
と
共
に
戦
死
、
忠
利
は
、
関
方
原

の
戦
い
の
功
で
三
河
深
溝
に
一
万
石
、
そ
の
後
、
三
河
吉
田
に
三
万
石
。
官
位
は
従
五

位
下
・
主
殿
頭
（
こ
の
唐
名
が
尚
舎
）
。 

忠
房
に
つ
い
て
、
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
は
以
下
の
よ
う
に
記
す
。 

忠
房 

五
郎
八 

主
殿
頭 

従
五
位
下 

従
四
位
下 

致
仕
後
大
炊
頭 

母
は
某

氏
。 

元
和
五
年
吉
田
に
生
る
。
九
年
六
月
台
徳
院
（
秀
忠
）
殿
御
上
洛
の
時
、
吉
田
城
に

渡
御
あ
り
。
忠
房
初
め
て
拝
謁
し
馬
を
賜
は
る
。
（
時
に
五
歳
）
七
月
大
猷
院
殿

（
家
光
）
も
入
せ
給
ひ
、
又
見
え
奉
り
け
る
に
も
馬
を
賜
ふ
。
寛
永
三
年
六
月
台
徳

院
殿
御
入
洛
。
例
の
如
く
吉
田
に
成
せ
給
ひ
、
貞
宗
の
御
脇
指
を
賜
は
り
、
七
月
二

十
三
日
大
猷
院
殿
も
渡
ら
せ
給
ひ
て
、
雲
次
の
御
刀
を
拝
賜
す
。
九
年
八
月
十
一
日

遺
領
を
継
。
十
二
日
領
知
を
三
河
国
刈
屋
に
移
さ
れ
、
碧
海
額
田
領
三
郡
の
内
を
領

し
、
十
四
日
初
め
て
所
領
に
行
の
暇
を
賜
ふ
。
十
二
月
晦
日
従
五
位
下
主
殿
頭
に
叙

任
す
。
十
一
年
六
月
御
上
洛
の
供
奉
に
列
し
、
池
鯉
鮒
駅
に
於
て
御
膳
を
献
じ
け
れ

ば
、
御
盃
を
賜
ひ
時
服
十
領
白
銀
二
百
枚
を
恩
賜
せ
ら
れ
、
還
御
の
と
き
も
ま
た
、

こ
の
駅
に
し
て
饗
膳
を
奉
る
。
十
二
年
十
月
七
日
板
橋
に
遊
猟
あ
り
し
に
従
ひ
奉

り
、
自
ら
得
た
る
鹿
一
頭
を
賜
は
り
、
十
七
年
五
月
二
十
一
日
本
城
営
作
の
こ
と
に
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あ
づ
か
り
し
家
臣
等
に
も
の
を
賜
ふ
。
慶
安
二
年
二
月
二
十
八
日
刈
屋
を
改
め
て
、

丹
波
国
福
知
山
に
移
さ
れ
、
一
万
五
千
石
を
加
へ
ら
れ
、
天
田
何
鹿
両
郡
の
う
ち
に

し
て
四
万
五
千
九
百
石
余
を
領
す
。
寛
文
元
年
正
月
内
裏
院
御
所
炎
上
せ
し
か
ば
、

忠
房
速
に
は
せ
参
り
て
警
衝
す
。
四
年
四
月
五
日
領
知
の
御
朱
印
を
下
さ
る
。
八
月

二
十
二
日
新
院
御
所
（
前
田
注
、
後
西
院
）
に
め
さ
れ
、
造
営
の
功
を
助
け
し
を
ね

ぎ
ら
は
せ
給
ひ
、
薫
物
一
器
及
び
御
屏
風
一
雙
、
御
会
は
じ
め
の
御
詠
草
を
恩
賜
せ

ら
れ
、
九
月
二
十
一
日
所
司
代
の
邸
に
を
い
て
、
家
臣
等
に
物
を
賜
ふ
。
六
年
京
極

丹
後
高
国
が
封
地
を
除
か
れ
し
か
ば
、
五
月
四
日
仰
を
う
け
、
丹
後
国
に
い
た
り
、

宮
津
城
を
う
け
と
る
。
九
年
六
月
八
日
福
知
山
を
転
じ
て
肥
前
国
嶋
原
に
う
つ
さ

れ
、
二
万
石
の
加
増
あ
り
て
、
同
国
高
来
郡
、
豊
前
国
宇
佐
郡
、
豊
後
国
國
東
郡
の

内
に
し
て
、
六
万
五
千
九
百
石
余
を
領
す
。
十
九
日
金
八
千
両
を
貸
あ
た
へ
て
、
そ

の
費
用
に
宛
ら
る
。
十
二
年
七
月
十
六
日
忠
房
長
崎
の
こ
と
を
承
る
に
よ
り
て
申
旨

あ
り
ｓ
か
ば
、
公
料
肥
後
国
天
草
郡
の
う
ち
砥
岐
組
邑
千
三
百
石
余
の
地
を
あ
づ
け

ら
る
。
延
宝
三
年
四
月
二
十
四
日
砥
岐
組
は
海
上
ほ
ど
遠
け
れ
ば
と
て
、
改
め
て
大

矢
野
組
二
千
六
百
石
の
地
を
あ
づ
け
ら
る
。
四
年
二
月
十
三
日
島
原
に
奉
書
を
下
さ

れ
、
長
崎
の
代
官
末
次
平
蔵
某
、
私
曲
の
ふ
る
ま
ひ
あ
る
に
よ
り
、
奉
行
牛
込
左
衛

門
重
忝
に
仰
せ
て
糾
問
せ
し
め
ら
る
。
忠
房
も
か
の
地
に
い
た
り
て
、
重
忝
と
相
議

し
、
其
罪
を
と
ひ
き
は
む
べ
し
と
な
り
。
忠
房
急
ぎ
長
崎
に
赴
き
重
忝
と
議
し
て
、

平
蔵
及
び
其
党
類
の
罪
を
た
ゞ
し
、
関
東
に
言
上
す
。
三
月
二
十
七
日
ま
た
奉
書
を

下
さ
れ
、
久
し
く
長
崎
に
と
ゞ
ま
り
て
、
心
を
つ
く
せ
し
こ
と
を
ね
ぎ
ら
は
せ
給

ふ
。
天
和
三
年
十
二
月
四
日
従
四
位
下
に
の
ぼ
り
、
貞
享
二
年
九
月
晦
日
雁
間
に
候

し
、
元
禄
十
一
年
四
月
十
八
日
致
仕
す
。
こ
の
日
大
炊
頭
に
改
む
。
二
十
八
日
得
物

備
前
正
恒
の
刀
、
転
法
輪
実
重
筆
の
詞
花
集
を
献
じ
、
御
台
所
（
綱
吉
室
鷹
司
氏
）

に
滋
野
井
教
国
筆
の
拾
遺
集
、
桂
昌
院
御
方
（
綱
吉
母
本
庄
氏
）
に
姉
小
路
基
綱
筆

の
和
漢
朗
詠
集
を
奉
る
。
十
三
年
十
月
朔
日
卒
す
。
年
八
十
二
。
泰
雲
源
通
興
慶
院

と
号
す
。
室
は
鍋
嶋
信
濃
守
勝
茂
が
女
。
（
『
新
訂 

寛
政
重
修
諸
家
譜
』
、
続
群

書
類
従
完
成
会
、
一
九
六
四
年
に
拠
る
） 

 

後
半
に
忠
房
が
名
筆
に
な
る
古
典
籍
を
綱
吉
、
綱
吉
の
正
妻
、
綱
吉
の
母
に
献
上
し

た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
大
半
は
官
位
・
領
知
の
変
遷
と
加
増
、
さ
ら
に
、
長
崎
に
お

け
る
活
躍
に
宛
て
ら
れ
、
文
化
的
な
こ
と
は
述
べ
ら
れ
な
い
が
、
こ
れ
で
だ
い
た
い
の

生
涯
を
辿
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。 

③
忠
房
の
蒐
書
活
動 

 

林
家
二
代
目
に
当
た
る
林
鵞
峰
（
一
六
一
八
～
八
〇
）
は
、
幕
命
に
よ
り
『
本
朝
通

鑑
』
を
編
纂
す
る
こ
と
に
な
り
、
自
邸
を
国
史
館
と
し
て
、
編
纂
過
程
を
日
記
に
記
し

た
（
『
国
史
館
日
録
』
と
い
う
）
。
こ
の
日
記
に
は
鵞
峰
と
関
係
す
る
大
名
・
学
者
が
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多
く
登
場
す
る
が
、
そ
こ
に
こ
の
よ
う
な
叙
述
が
あ
る
。 

 
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
十
二
月
一
七
日
、
忠
房
は
鵞
峰
を
尋
ね
、
「
見
草
本
新

本
、
経
歴
館
中
、
談
其
所
蔵
之
倭
書
事
、
移
刻
而
去
」
し
て
い
る
。
寛
文
七
年
十

月
七
日
に
は
忠
房
邸
で
『
時
代
不
同
歌
合
』
の
新
屏
風
を
見
て
い
る
（
忠
房
が
後

西
院
か
ら
下
賜
さ
れ
た
も
の
と
の
こ
と
、
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
参
照
）
。 

 

鵞
峰
の
交
流
相
手
と
し
て
は
、
外
様
で
は
、
伊
達
綱
村
の
叔
父
で
伊
達
騒
動
の
一

方
の
代
表
で
あ
る
宗
勝
、
小
城
鍋
島
の
直
能
、
前
田
綱
紀
ら
が
い
る
。 

忠
房
は
、
『
国
史
館
日
録
』
寛
文
四
年
十
月
二
十
八
日
条
に
「
肥
前
嶋
原
城
主
高

力
高
長
・
丹
波
福
知
山
城
主
松
平
主
殿
頭
忠
房
寄
書
信
、
此
二
人
皆
交
際
年
久
、

高
長
者
蔵
中
華
書
数
千
部
、
装
潢
尽
美
、
忠
房
嗜
倭
書
与
姫
路
周
囲
（
榊
原
忠

次
）
交
義
殊
深
」
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
当
時
か
ら
蔵
書
家
で
あ
っ
た
。
忠
房
が

島
原
に
転
封
さ
れ
る
の
は
寛
文
九
年
（
一
六
六
九
）
六
月
八
日
。
高
力
は
寛
文
八

年
二
月
二
十
八
日
に
悪
政
の
た
め
改
易
さ
れ
て
い
る
（
高
力
が
改
易
さ
れ
た
結

果
、
忠
房
が
島
原
藩
主
と
な
っ
た
。
高
力
の
前
は
松
倉
家
で
あ
っ
た
。
勝
家
の
時

に
島
原
の
乱
が
起
こ
り
、
た
め
に
勝
家
は
江
戸
期
唯
一
斬
首
さ
れ
、
家
は
改
易
と

な
っ
た
。
但
し
、
長
弟
の
重
利
の
家
系
は
、
三
〇
〇
俵
の
旗
本
と
し
て
存
続
し

た
）
。
（
拙
稿
「
明
星
本
『
正
広
自
歌
合
』
の
本
文
と
校
異
（1
）
」
、
『
明
星

大
学
研
究
紀
要
人
文
学
部
日
本
文
化
学
科
』
、
二
二
、
二
〇
一
四
年
参
照
） 

  

こ
こ
で
も
忠
房
と
榊
原
忠
次
の
交
流
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
漢
籍
の
高
力
、
和
書
の

忠
房
と
並
称
さ
れ
て
い
た
の
は
興
味
深
い
。 

④
『
正
広
自
歌
合
』
を
め
ぐ
っ
て 

 

勤
務
先
に
正
広
（
一
四
一
二
～
九
三
）
自
筆
の
『
正
広
自
歌
合
』
が
あ
る
。
「
自
歌

合
」
と
は
西
行
が
始
め
た
も
の
で
、
自
分
の
詠
ん
だ
和
歌
を

歌
合
の
よ
う
に
仕
立
て
て
、
判
者
に
勝
敗
・
侍
（
引
き
分

け
）
を
決
め
て
も
ら
う
こ
と
で
あ
る
。
新
古
今
時
代
、
鎌
倉

末
期
、
そ
し
て
、
室
町
末
期
に
流
行
し
た
。
こ
れ
も
そ
の
一

つ
。 

 

明
星
本
の
書
写
は
文
明
八
年
（
一
四
七
六
）
七
月
。 

 

そ
れ
で
は
、
明
星
本
は
元
々
誰
が
も
っ
て
い
た
か
。 

伊
達
文
庫
本
奥
書 

右
此
一
帖
稲
葉
侍
従
正
通
之
所
持
之
本 

令
忍
借
連
之
令
書
写
畢
右
写
本
者 
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日
比
正
広
自
筆
之
本
な
り 

 
 

 

于
時
元
禄
十
一
年 

 
 

 
七
月
十
七
日 

 
 
 

 
 

（
花
押
）
〔
伊
達
吉
村
〕 

つ
ま
り
、
伊
達
吉
村
は
叔
父
で
あ
る
稲
葉
正
通
（
一
六
四
〇
～
一
七
一
六
）
か
ら
借
り
た
も

の
で
あ
っ
た
。
こ
の
伊
達
本
と
明
星
本
は
比
較
し
て
み
る
と
逐
一
一
致
す
る
の
で
あ
る
。
よ

っ
て
、
稲
葉
正
通
が
明
星
本
の
旧
蔵
者
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
こ
で
、
稲
葉
正
通
と
伊

達
吉
村
の
関
係
を
抑
え
て
お
く
。 

稲
葉
重
通 

 

女 

 
 

 
 
 

 

｜ 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

伊
達
綱
村 

 
 

 
 
 

 

｜ 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

女 
 

｜―
─

伊
達
吉
村 

林 

政
秀―

―

稲
葉
正
成 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

｜―
―

お
千 

 
 

 
 
 

 

｜―
―
―
―
―

稲
葉
正
勝―

―
稲
葉
正
則 

 
 

 
 
 

 

｜ 
 
 

 
 

保
科
正
之─

 
｜ 

─
─
─

宮
姫 

 
 

 
 
 

 

｜ 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

｜ 
 
 

 

｜ 

斎
藤
利
三―

―

福
（
春
日
局
） 

 
 

 
 

 

｜―
―
―

稲
葉
正
通 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

毛
利
秀
元―

―

万
菊 

 
 

｜ 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

持
明
院
基
定─

─
─
─
─
─

清
姫 

（
下
条
清
『
稲
葉
正
則
と
そ
の
時
代─

江
戸
社
会
の
形
成─
』
、
夢
工
房
、
二
〇
〇

二
年
、
同
『
幕
閣
譜
代
藩
の
政
治
構
造─

相
模
小
田
原
藩
と
老
中
政
治─

』
、
岩
田

書
院
、
二
〇
〇
六
年
参
照
） 

 

こ
こ
に
登
場
す
る
稲
葉
正
則
（
一
六
二
三
～
九
六
）
は
春
日
局
の
孫
に
し
て
老
中
、
老
中

と
し
て
林
鵞
峰
に
『
本
朝
通
鑑
』
編
纂
を
命
じ
て
い
た
。
林
鵞
峰
の
と
こ
ろ
に
も
頻
繁
に
出

入
り
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。
林
鵞
峰
の
と
こ
ろ
に
は
、
松
平
忠
房
が
出
入
り
し

て
い
た
こ
と
は
既
に
記
し
た
。
こ
こ
で
、
稲
葉
正
則
・
正
通
と
忠
房
が
な
ん
ら
か
の
交
流
が

あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
正
通
は
、
別
の
系
統
の
稲
葉
正
休
（
若
年
寄
）
が
起
こ
し
た

殺
人
事
件
で
京
都
所
司
代
か
ら
高
田
藩
に
転
封
さ
れ
る
。
京
都
所
司
代
時
代
に
明
星
本
を
手

に
入
れ
た
か
、
父
か
ら
譲
り
受
け
た
の
で
は
な
い
か
。
京
都
時
代
、
正
通
は
西
本
願
寺
か
ら

本
を
借
り
て
い
た
こ
と
は
分
か
っ
て
い
る
。 

 

お
そ
ら
く
忠
房
は
稲
葉
正
通
か
ら
明
星
本
を
借
り
て
、
自
ら
写
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か

（
こ
れ
が
松
平
文
庫
本
で
あ
る
）
。
こ
の
よ
う
な
知
的
な
サ
ロ
ン
の
場
が
林
鵞
峰
邸
、
国
史

館
で
あ
っ
た
の
だ
。
国
史
館
を
介
し
て
本
好
き
の
大
名
た
ち
が
上
野
の
東
照
宮
参
拝
に
か
こ

つ
け
て
集
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

次
に
、
松
平
文
庫
本
を
忠
実
に
写
し
、
松
平
文
庫
本
が
写
し
間
違
い
を
し
て
い
る
箇
所
も

忠
実
に
映
し
て
い
る
の
が
祐
徳
稲
荷
中
川
文
庫
本
で
あ
る
。
ど
う
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。
こ
こ
で
も
、
忠
房
と
鹿
嶋
鍋
島
家
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
て
お
こ
う
。 
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勝
茂─

直
朝─

直
條 

 
 

｜ 

 
 

 ─
女 

 
 

 
｜─
好
房 

 
 

 

忠
房 

忠
房
の
妻
の
甥
が
鹿
嶋
鍋
島
家
の
本
好
き
大
名
直
條
で
あ
る
。
直
條
も
国
史
館
に
出
入
り
し

た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。 

 

こ
う
し
た
大
名
間
の
書
物
を
め
ぐ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
み
る
と
、
大
名
が
い
か
に
古
典
を

大
事
に
し
て
い
た
か
が
諒
解
さ
れ
よ
う
。 

 

近
世
初
期
に
花
開
い
た
大
名
の
古
典
籍
蒐
集
は
、
そ
の
後
、
し
ば
ら
く
沈
静
化
す
る
が
、

一
八
世
紀
末
の
松
平
定
信
（
一
七
五
九
～
一
八
二
九
）
の
サ
ロ
ン
か
ら
再
び
盛
ん
に
な
り
、

臼
杵
藩
を
は
じ
め
て
ま
た
大
名
が
古
典
籍
お
よ
び
和
歌
に
嵌
ま
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
時

代
は
国
学
が
勃
興
し
つ
つ
あ
る
と
き
と
重
な
っ
て
い
た
。
色
々
な
国
学
者
が
大
名
の
指
導
役

と
し
て
全
国
を
回
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

以
上
で
終
わ
り
ま
す
。
今
後
と
も
松
平
文
庫
が
島
原
の
宝
の
み
な
ら
ず
、
日
本
の
宝
と
し

て
、
ま
す
ま
す
顕
彰
さ
れ
、
研
究
者
他
に
公
開
さ
れ
利
用
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
心
か
ら
お
祈

り
し
ま
す
。 

 


